
危険物施設における被害状況の概要 

東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討報告書（概要） 

検討会の目的 
 東日本大震災により、危険物施設や石油コンビナート施設（以下「危険物施設等」という。）においても地震の揺れや津波による被害が発生
している。 

 このことを踏まえ、今回の地震の揺れや津波で被害を受けている危険物施設等の実態調査を行うための調査方針や具体的な調査方法に
ついて検討を行うとともに、実態調査の分析結果を踏まえて危険物施設等における地震・津波対策のあり方について検討を行う。 
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図１ 被害の主な原因と被害の内訳 

調査した16都道県内の全危険物施設211,877施
設の約1.6％（3,341施設）が何らかの被害を受
けている（図１参照）。 
 
地震による被害は、震度６弱以上の地震の揺れ
による被災率が平均2.6％と、震度5強以下の地震
の揺れによる被災率の平均（0.2％）の13倍となって

いる（図２参照）。 
 
 
 

図２ 地震による震度階級別被災率 
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※震度は、施設の所在する地域を管轄する消防本部におい
て観測された最大震度を用いた。また、「地震による震度階
級別被災率」とは、各震度の地震により被害を受けた施設数
の、当該震度を観測した地域に所在する施設数に占める割
合をいう。 

全被災施設数 
3,341施設 

参考資料１－３ 



１ 配管や建築物などの耐震性能の再確認（危険物施設に共通の対策） 
 地震の揺れによる危険物施設の配管や建築物等が破損する被害が発生していることから、施設の基準適合の状況や維持管理の状況を含
め、事業者自らが配管等の耐震性能、液状化の可能性等を再確認することが必要である。 
 

２ 津波の発生を念頭に置いた緊急停止措置等の対応を予防規程等に明記（危険物施設に共通の対策） 
 津波の発生を念頭に置いた防災対策が十分に講じられていないことから、津波が発生するおそれのある状況において、従業員等が避難す
る際の緊急停止措置等の対応について予防規程等に明記することが必要である。 
 

３ 屋外タンク貯蔵所に特有の課題 
 ア 地震による基礎地盤の沈下被害は特異な事例２基で発生していることから、事業者に対して被災事例の特徴を周知する必要がある。 

 イ スロッシングに伴う浮き屋根の漏油等の被害は耐震基準に適合していないタンク及び耐震基準の対象でないタンクの両方で発生して 

  いることから、これらのタンクの浮き屋根について、構造強度等の再確認が必要である。また、簡易フロート型の浮き蓋についても沈没等 

  の被害が発生していることから、策定された浮き蓋の耐震基準に適合するよう、速やかな措置が必要である。 

 ウ 津波によりタンクの付属配管が移動して流出事故が発生していることから、1,000㎘以上の屋外タンクに緊急遮断弁を設置することが 
  必要である（津波浸水深３ｍ以上とならないタンク等は除く。） 。また、津波の発生を念頭に置いた応急措置を予防規程に明記する際に 
  は、津波被害シミュレーションを活用した被害想定を行った上で行う必要がある。 

危険物施設における地震・津波被害を踏まえた地震・津波対策のあり方 

（危険物施設における被害状況の概要） 
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津波浸水深が大きくて、許可容量の大
きなタンクのデータがないことに留意 

タンク本体、付属配管 
共に被害を受けるケース 
（６８基） 

タンク本体は被害がないものの 
付属配管が被害を受けるケース 
（６０基） 

タンク本体、付属配管 
共に被害がないケース 
（１１６基） 

図３ 屋外タンクの被害形態に着目した津波被害状況 

浸水深３メートル未満の津波の場合、
タンク本体及び付属配管への被害
は発生していない（図３参照）。 
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